
運輸安全委員会は、令和５年７月２７日（木）、８０件の船舶事故等調査報告書をホームページで公表しました

海難防止へのインフォメーション （公財）海難審判・船舶事故調査協会

区分 事故：重大 １、 重大・軽微以外 ２９、軽微 ３５        計 ６５件 インシデント：重大 ０、 重大・軽微以外 ２、軽微 １３      計 １５件

事故等種類（件）
衝突 １７、乗揚 １６、衝突（単） １３、死傷等 １０、転覆 ４、火災 ２、
浸水 １、施設等損傷 ２  計 ６５件

運航不能 １５（機関故障 １０、燃料供給不能 ３、絡索 １、
推進器故障 １） 計 １５件

関係船舶（隻）
漁船 ３３、プレジャーボート ２２、貨物船 １１、タンカー ４、
水上オートバイ ４、遊漁船 ３、旅客船 ３、作業船 ２、引船 ２   計 ８４隻

プレジャーボート ７、貨物船 ４、漁船 ３、旅客船 １
計 １５隻

死傷者等（人） 死亡 ２、行方不明 １、重傷 ７、軽傷  ２５  
 計 ３５人

上記事故のうち、東京（委員会事務局）及び神戸事務所の船舶事故調査報告２件について、“概要版”を作成しました
公表された調査報告書をもとに当協会の責任で編集しましたので、詳細は運輸安全委員会のＨＰでご確認ください

① 貨物船A（499トン）遊漁船Ｂ（15トン）衝突
  千葉県九十九里町南東方沖において、北東進中の貨物船Ａと西南西進中の遊漁船Ｂが衝突し、遊漁船Ｂの船長、乗組員及び

   釣り客8人が負傷した

② 水上オートバイ（0.2トン）同乗者負傷
  大阪府阪南市沖において、水上オートバイが北東進中、同乗者1人が落水して負傷した

運輸安全委員会報告書

https://www.mlit.go.jp/jtsb/ship/rep-acci/2023/MA2023-7-1_2021tk0002.pdf
https://www.mlit.go.jp/jtsb/ship/rep-acci/2023/MA2023-7-11_2022kb0124.pdf


《再発防止策》
（1） 船長及び当直者は、接近する船舶の動きについて、自身の経験に基づく思い込みで判断することなく、目視及びレーダーにより継続的に監視し、レーダーのＡＲＰＡ機能を有効に活用

するなど、適切な見張りを行うこと

（2） 船長及び当直者は、接近する船舶の針路及び速力に変化がない場合には、早めに自船の針路及び速力を変更するなど、十分に余裕のある時機に衝突を回避するための措置をとること

（3） 小型船の船長は、操舵室の窓ガラスに波しぶきが打ち付けられることにより見通しが悪化する状況においては、操舵室の横窓を開けて目視による見張りを行い、レーダーを備えてい

る場合には、適切に調整して使用すること

 ① 貨物船A（499トン）遊漁船Ｂ（15トン）衝突
    （千葉県九十九里町南東方沖において、北東進中の貨物船Ａと西南西進中の遊漁船Ｂが衝突した）

【事故概要】

千葉県九十九里町南東方沖において、貨物船Ａ（499トン、5人乗組、菜

種かす約1200t積載） は、北東進中、また、遊漁船Ｂ（15トン、2人乗組、釣

り客12人乗船）は、西南西進中、両船が衝突し、Ｂ船の船長、乗組員及び

釣り客8人が負傷した

（公財）海難審判・船舶事故調査協会

《原因・背景等》

◎ 甲板長Ａは、Ｂ船を右舷船首方に認めた際、① 漁船及び遊漁船がいつも自船を避けてくれているから、Ｂ船も自船を避けてくれ

ると思い、また、② 当時、Ｃ船が右舷船首方向から接近していたので、自船が右転してＢ船を避航するのは危険と判断したため、同

じ針路及び速力で航行した

◎ 船長Ｂは、① 操舵室前面の窓ガラスに波しぶきが打ち付けられて前方の見通しが十分に確保できない中、Ａ船及びＣ船をレーダ

ー及び目視で認めた際、両船の船首方をそれぞれ安全に通過できると判断し、また、② その後、海面反射の影響により、レーダー

画面で両船が識別できなくなった際も、両船の船首方を安全に通過できると思い、同じ針路及び速力で航行した

運輸安全委員会（事務局）

海難防止への
インフォメーション

＊本調査報告書は、 Ｒ５.７.２７に公表されました。 詳細は運輸安全委員会のＨＰでご確認下さい

【発生日時】 令和３年２月２３日 １１時４９分ごろ  

【発生場所】 千葉県九十九里町南東方沖

【 死 傷 者 】 重傷２人(Ｂ船：釣り客)  

軽傷８人（Ｂ船：釣り客6、船長、乗組員）

【 損 傷 等 】 Ａ船：右舷外板中央部に凹損及び

 長さ約３４ｍの擦過傷

  Ｂ船：船首部に圧壊

甲板長Ａが、Ｂ船を認めた時点で減速すれば
Ｂ船との衝突を回避することは可能であった

A船の操船に関するモデル図

https://www.mlit.go.jp/jtsb/ship/rep-acci/2023/MA2023-7-1_2021tk0002.pdf


 
② 水上オートバイ（0.2トン）同乗者負傷

 （大阪府阪南市沖において、水上オートバイが北東進中、同乗者1人が落水して負傷した）

《再発防止策》
 
  （１） 水上オートバイの船長は、事前に同乗者に対し、航行中は常に低い姿勢をとり、波による動揺や

旋回時の遠心力などで振り落とされないように前の人にしっかりつかまるよう注意を促し、同乗者

の乗船経験に応じて操縦する等、安全を考慮した操船を心掛けること

  （２） 水上オートバイの船長は、落水した際のジェット噴流による負傷防止のため、同乗者に身体を保

護するウェットスーツボトム等を必ず着用させること

（公財）海難審判・船舶事故調査協会   

《原因・背景等》

◎ 同乗者Ａ及び同乗者Ｂは、ウェットスーツボトム等ではなく、水着、ラッシュガード及び短パンを着用

し、船首から船長、同乗者Ｂ、同乗者Ａの順に着席していた

◎ 本船が、約３７km/hの対地速力で北東進中、船尾部が下がった状態で波高約１０～２０cmの波を

乗り越えたため、船体が上下に動揺し、同乗者Ａは体勢が崩れ、同乗者Ｂの身体に手を回して救

命胴衣をつかんでいた手が放れて本船の船尾方に落水し、本船のジェット噴流を下半身に受けた

○ 船長は、ジェット噴流が及ぼす危険性とウェットスーツボトム等着用について認識していたが、落水

させるつもりがなかったので、同乗者にウェットスーツボトム等を着用させる必要はないと思っていた

〇 同乗者は、ジェット噴流の危険性等の認識はなく、水着、ラッシュガード及び短パンをそれぞれ着

用していた

運輸安全委員会（神戸事務所）

海難防止への
インフォメーション

＊本調査報告書は、Ｒ５.７.２７に公表されました。 詳細は運輸安全委員会のＨＰでご確認下さい

【事故概要】

大阪府阪南市沖において、水上オートバイ（0.2トン、1人乗組、同乗者2人）は北東進中、同乗者１人

が落水して負傷（直腸損傷）した

【発生日時】 令和４年９月４日 １２時５０分ごろ
【発生場所】 大阪府阪南市沖
【死 傷 者 】 重傷１人(同乗者A)   
【損 傷 等 】 なし

警告
マリンジェットを安全にお使いいただくために、次の事項をお守り
ください。
（省略）

・身体を保護できる衣服等を着用してください。
落水による水面への衝撃やジェットノズルの近くで強い噴流を

受けた場合、身体開口部に大きな怪我を負う恐れがあります。

通常の水着では下半身開口部（膣や肛門）の十分な保護にな

りません。 身体を保護するウエットスーツボトム等を必ず着用

してください。

（以下省略）

https://www.mlit.go.jp/jtsb/ship/rep-acci/2023/MA2023-7-11_2022kb0124.pdf
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